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告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（北
前船の里地区中山間地域総合整備（農業用用排水、農道、ほ場整備、農地防災、客土、暗き
ょ、農用地改良保全））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道檜山支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 年法律第 号）第８条第１項の規定により、財団法人北

海道農業開発公社から申請のあった農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更を次のと
おり承認した。
「次のとおり」は、省略し、その関係書類は、北海道農政部農業経営課に備え置いて一般
の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 野付郡別海町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 霧害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室支庁経
済部林務課及び別海町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部砂防災害課及び北海道留萌土木現業所に備え置いて縦覧に
供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
５天塩沿岸海岸保全区域の表天塩沿岸の 苫前海岸の苫前町の項海岸保全区域の欄の４の

事項中「次の基点 と基点 を国有海浜地境界沿いに結んだ線、」を「次の基点 から基点
までを順次結んだ線、基点 と基点 を結んだ線、」に改め、「基点 字上平

番地北西角の点」の次に
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「基点 １ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ２ 基点 １から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ３ 基点 ２から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ４ 基点 ３から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ５ 基点 ４から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ６ 基点 ５から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ７ 基点 ６から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ８ 基点 ７から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 ９ 基点 ８から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 ９から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点」

道立中央水産試験場告示

北海道立中央水産試験場告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道立中央水産試験場長 宇 藤
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量 試験調査船おやしお丸上架修理工事 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年１月 日
履 行 場 所 造船所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する船舶の建造又は修理の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関して指名を停止されていないこと。
造船所内に乾ドック又は乾ドックに準ずる設備（特殊上架台及び斜路）を有すること。
対 調査船おやしお丸の定けい港から航海速力 ノットでおおむね 時間以内に航行

できる範囲にある港に造船所を有し、かつ総トン数 トン型船舶（鋼船）の修理の能
力を持っていること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

を加え、「基点 座標値 、 の点」を「基点 基点
から方向角 度 分 秒の方向 メートルの点（座標値 、

）」に、「補点 基点 から西に メートルの点」を「補点 基点 か
ら方向角 度 分 秒の方向 メートルの点」に、「補点 字上平 番地北西角の
点から西に メートルの点」を「補点 基点 ３から方向角 度 分 秒の方向に

メートルの点」に、「補点 字上平 番地北西角の点から西に メートルの
点」を「補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向に メートルの点」に、「補
点 字上平 番地北西角の点から西に メートルの点」を「補点 基点 から方
向角 度 分 秒の方向に メートルの点」に、「補点 字上平 番地南西角の点
から西に メートルの点」を「補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向に

メートルの点」に改める。
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る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月 日から 月８日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道余市郡余市町浜中町 番地

北海道立中央水産試験場総務部
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道余市郡余市町浜中町 番地 北海道立中央水産試験場総務部

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道余市郡余市町浜中町 番地 北海道立中央水産試験

場３階セミナー室（送付による場合は、郵便番号
北海道余市郡余市町浜中町 番地 北海道立中央水産試験場
総務部）

入 札 日 時 平成 年 月５日午後２時（送付による場合は、必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道余市郡余市町浜中町 番地

北海道立中央水産試験場総務部
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 北海道告示第 号の４の 、 、 、 及び によるほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立中央水産試験場総務部

所 在 地 郵便番号 北海道余市郡余市町浜中町 番地
電話番号

．

．
．

道警察釧路方面本部告示

北海道警察釧路方面本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月 日

北海道警察釧路方面本部長 木 村 規 矩
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
警備艇くしろ機関部定期検査整備 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
履 行 期 日 平成 年３月 日
履 行 場 所 契約担当者等が指定する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する物品の購入（産業用機械器具類の機械修繕に限

る。）若しくは船舶の建造又は修理のいずれかの資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
「 型」の分解検査及び修理について、当該機関の製造業社と業

務提携していること。
日本国内において、契約担当者等の求めにより北海道警察の職員の立会いの下に、検
査に応じられること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定による
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条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定める
ところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければな
らない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年 月 日から 月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道釧路市黒金町 丁目５

北海道警察釧路方面本部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道釧路市黒金町 丁目５ 北海道警察釧路方面本部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道釧路市黒金町 丁目５ 北海道警察釧路方面本部２階

大会議室（送付による場合は、郵便番号 北海道警
察釧路方面本部会計課）

入 札 日 時 平成 年 月 日 午後２時（送付による場合は、必着。）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙の入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務
を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察釧路方面本部会計課
所 在 地 郵便番号 北海道釧路市黒金町 丁目５

電話番号 内線

．

．
．
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